
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日

秋
立
ち
て
明
け
の
八
月
八
日
天
皇
陛
下
の
御
言
葉
、
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
て
全
國
民
に
發
せ
ら
る
。

七
十
一
年
前
の
同
じ
八
月
玉
音
放
送
に
感
じ
け
る
悲
し
み
と
不
安
再
び
す
。
御
言
葉
は
「
統
合
の
象
徴
」

御
發
現
へ
の
御
高
齡
故
の
叡
慮
を
滲
ま
せ
給
ふ
。
然
る
を
忽
ち
「
こ
の
見
解
は
（
中
略
）
體
力
の
限
界
を

迎
へ
た
天
皇
は
そ
の
位
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
結
論
に
至
る
わ
け
で
あ
る
」と
し
、「
今
囘

の
意
嚮
表
明
に
は
、
安
倍
政
權
に
よ
る
改
憲
プ
ロ
セ
ス
を
食
ひ
止
め
る
意
圖
が
込
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ

見
解
が
囁
か
れ
て
ゐ
る
」
な
ど
言
ふ
あ
り
（
白
井
聰
：
週
間
新
潮
三
十
二
號
）。
皇
謨
焉
ん
ぞ
敢
て
小
智
を

用
ゐ
さ
せ
給
は
む
や
。
不
敬
の
波
紋
行
方
定
め
難
き
を
如
何
せ
む
。

抑
も
發
端
は
七
月
十
三
日
N
H
K
の
「
生
前
退
位
」
報
道
な
り
。し
か
も
そ
の
後
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

豫
告
、
加
之
内
容
の
豫
斷
ま
で
横
行
す
。
比
較
す
る
も
畏
れ
多
き
政
治
家
な
ど
の
「
辭
任
へ
」
の
報
道
は

殆
ど
報
道
に
名
を
藉
る
辭
任
要
求
に
し
て
、
最
も
神
聖
な
る
皇
位
に
就
き
同
列
的
の
報
道
前
例
を
作
り
て
、

將
來
皇
位
に
對
す
る
マ
ス
コ
ミ
の
容
喙
に
道
を
開
き
た
る
、
其
の
罪
輕
し
と
せ
ず
。

皇
室
典
範
は
大
日
本
帝
國
憲
法
と
竝
立
す
る
立
國
の
基
本
法
と
し
て
、
其
の
制
定
に
當
り
て
は
明
治
八

年
頃
よ
り
同
二
十
二
年
制
定
ま
で
、
伊
藤
博
文
、
井
上
毅
、
柳
原
前
光
等
を
中
心
に
ド
イ
ツ
出
張
な
ど
を

こ
は
し

さ
き
み
つ

含
め
廣
汎
な
る
檢
討
を
經
て
、
今
日
問
題
の
女
系
天
皇
及
び
讓
位
の
除
外
な
ど
我
が
國
文
化
と
の
整
合
性

を
齎
せ
り
。
そ
の
根
本
は
覬
覦
の
餘
地
を
極
限
ま
で
無
か
ら
し
め
む
と
す
。
敗
戰
後
皇
室
典
範
は
憲
法
に

き
ゆ

組
入
れ
ら
る
ゝ
も
、
例
へ
ば
舊
第
四
十
四
條
は
新
第
十
二
條
と
な
り
て
「
皇
族
女
子
は
、
天
皇
及
び
皇
族

以
外
の
者
と
婚
姻
し
た
と
き
は
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
」
と
て
殘
る
等
、
大
筋
は
繼
承
す
る
を
得
た
り

と
雖
も
、
既
に
見
る
如
く
マ
ス
コ
ミ
の
侵
蝕
は
敬
語
表
現
の
破
壞
を
含
め
顯
著
な
り
。
且
つ
最
近
の
風
潮

と
し
て
、
自
ら
の
信
條
を
言
論
を
以
て
説
得
し
、
遂
に
國
會
の
議
を
經
て
實
現
せ
む
と
す
る
よ
り
は
、
諮

問
に
應
へ
、
違
憲
を
訴
へ
或
い
は
外
國
の
論
調
を
利
用
し
目
的
を
達
せ
む
と
す
る
輩
多
し
。

先
年
小
泉
首
相
の
私
的
諮
問
機
關
「
皇
室
典
範
に
關
す
る
有
識
者
會
議
（
吉
川
弘
之
座
長
）」
は
僅
か

十
七
囘
の
會
合
、
一
年
足
ら
ず
の
檢
討
期
間
を
經
て
女
系
天
皇
容
認
の
改
正
案
を
纏
む
る
も
、
國
會
提
出

寸
前
に
悠
仁
親
王
殿
下
御
生
誕
に
よ
り
沙
汰
止
み
と
な
る
。
然
る
に
今
年
三
月
、
日
本
人
女
性
を
委
員
長

と
す
る
國
連
女
性
差
別
撤
廢
委
員
會
は
我
が
國
に
對
す
る
勸
告
と
し
て
、
皇
室
典
範
に
於
け
る
女
系
天
皇

排
除
を
對
象
に
擧
ぐ
。
日
本
政
府
の
抗
議
に
よ
り
、
發
表
直
前
漸
く
削
除
す
る
を
得
と
云
々
。

此
の
如
く
我
が
皇
室
は
今
や
内
外
各
種
勢
力
の
干
渉
、
攻
撃
に
晒
さ
れ
む
と
し
、
そ
の
裏
に
は
樣
々
の

謀
略
蠢
く
を
危
ぶ
む
。
此
度
讓
位
の
思
召
し
に
攝
政
の
儀
無
か
り
け
る
は
、
皇
室
典
範
の
規
定
が
「
精
神

若
し
く
は
身
體
の
重
患
」
な
ど
舊
に
増
し
て
嚴
重
な
る
が
故
と
拜
察
す
る
も
、
抑
も
武
家
政
治
の
發
端
と

な
り
け
る
保
元
の
亂
も
、
其
の
根
に
上
皇
院
政
の
弊
を
見
た
る
博
文
等
の
歴
史
認
識
に
基
く
苦
心
を
踏
へ
、

安
倍
首
相
畢
生
渾
身
の
奏
諫
に
て
、
「
攝
政
」を
御
聽
許
遊
ば
さ
れ
む
が
最
善
と
な
む
覺
ゆ
る
。。

本
稿
を
執
筆
後
、
政
府
は
有
識
者
會
議
を
設
け
、
論
點
整
理
を
行
ひ
、
近
く
國
會
兩
院
議
長
宛
に
正
式

申
入
れ
の
豫
定
と
云
々
。
今
上
陛
下
の
特
例
と
す
る
方
向
な
る
は
先
づ
は
當
然
な
る
も
、
論
者
須
く
我
が

國
の
歴
史
・
文
化
に
基
く
言
論
を
も
て
輿
論
を
導
く
べ
し
。
（
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
九
日
受
附
）

引
用
の
口
語
文
の
表
記
は
地
の
文
に
統
一一

ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
御
言
葉
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浩


